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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に配置された液滴に対して、レーザー光を前記基板に垂直に照射し、前記液滴に
前記レーザー光が照射される際に発生する回折光同士が干渉することで生じる干渉縞を検
出する第１の工程と、
　前記液滴の屈折率、及び検出された前記干渉縞から、前記液滴表面の形状を求める第２
の工程と、を有することを特徴とする液滴形状計測方法。
【請求項２】
　前記液滴の接触径は、１００μｍ以下であることを特徴とする請求項１記載の液滴形状
計測方法。
【請求項３】
　前記第２の工程は、前記液滴の形状と関係づけられた、前記第１の工程と同様の条件で
干渉縞を発生させたときに得られる干渉縞と、検出された干渉縞と、を比較することで、
前記液滴表面の形状を求めることを特徴とする請求項１記載の液滴形状計測方法。
【請求項４】
　前記第２の工程は、検出された前記干渉縞と液滴の形状とを光学理論に基づき関係づけ
ることで前記液滴の形状をもとめることを特徴とする請求項１記載の液滴形状計測方法。
【請求項５】
　基板上に配置された液滴に対して、レーザー光を基板に対して垂直に照射し、前記液滴
からの回折光から干渉縞を発生させる光学系と、
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　発生した前記干渉縞を検出する検出器と、を有し、
　前記液滴の屈折率及び前記干渉縞から前記液滴表面の形状を決定することを特徴とする
特徴とする形状計測装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回折パターンを用いて基板上に配置した微小な液滴の、形状を正確に計測す
るための形状計測方法及び装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　通常、接触角計を用いて液滴の形状を計測する場合、まず対象となる基板上に液体を滴
下し、１ｍｍ程度の直径をもつ液滴を形成する。そののちに形成した液滴を、基板に対し
て平行な方向から撮像し、撮像した液滴の画像から接触角および液滴などの液滴の形状を
測定する方法がとられていた。１００μｍ角以下の領域を対象とした濡れ性評価のために
は、１００μｍ以下の直径をもつ液滴を基板上に形成し、その形状を計測する必要がある
。
【０００３】
　従来の接触角計を用いて、直径が１００μｍ以下の微小な液滴の形状を計測すると、通
常の場合と比べ測定対象物である液滴が格段に小さいため、接触角計の撮像装置に非常に
高い解像度が要求される。したがって、そのような高い機能を有する撮像装置を備えるの
はコストの面から実用的ではなかった。
【０００４】
　一方で１００μｍ以下の微小な物体の形状を測定する有力な方法としては、光の干渉現
象を利用した干渉計を用いた形状計測技術が従来から知られている。
【０００５】
　干渉計を用いた形状計測技術は、光の干渉現象を利用するため、光の波長、すなわちサ
ブミクロン以下の精度で物体の形状を計測することが可能である。このため干渉計をもち
いた形状計測技術は半導体微細加工の分野などで、加工物の形状評価手法として広く利用
されている。
【０００６】
　従来の干渉計のなかで、表面形状を評価する方法として主なものを挙げる。
【０００７】
　特許文献１に記載の反射型干渉計によると、まず規則的に配置されたパターンを備える
基板に対して、レーザー光を斜めに入射させる。そして、入射した際に発生する回折パタ
ーンを解析することによって、基板上に形成された規則的に配置されたパターンの膜厚を
測定することができる。
【０００８】
　この技術では、発生する回折パターンをあらかじめ光学理論に基づいて計算して判定テ
ーブルとし、膜厚の測定時には判定テーブルを検索して回折強度と最も近い場合の膜厚を
抽出する。
【０００９】
　また、特許文献２に記載の反射型干渉計では、偏光を利用した方法が提案されている。
これは、試料の手前におかれた透明平行板に、例えば光線のＳ偏光成分を反射し、Ｐ偏光
成分を透過するようなコーティングを施すことで試料に入射させるレーザー光を参照光と
試料光に分割し、互いに干渉させることで回折パターンを得るものである。
【００１０】
　特許文献３には透過型干渉計が記載されている。透明領域の透過光に対し、位相差が生
じるような位相領域を有するパターンが形成されたものについて、透過光が作る回折パタ
ーンから位相領域の位相差を求める方法が提案されている。ここでは、直線偏光を複屈折
プリズムとコンデンサレンズに透過させ、異なる偏光方向の２光束に分離し、試料に照射
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する。試料を透過した２光束は再度複屈折プリズムで再結合され、結像面に干渉像を生成
する。干渉像の明暗は２光束の位相差によって変化するため、回折パターンを評価するこ
とで試料上の位相差を検出することができる。
【００１１】
【特許文献１】特開２００２－２７７２１６号公報
【特許文献２】特開２００１－４１７２４号公報
【特許文献３】特開平８－９４４４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　ところが、上記に挙げた光の回折パターンを利用した微細加工物の表面形状の測定技術
は、液滴に用いた際に、下記のような点について問題がある。
【００１３】
　特許文献１の技術は、レーザーを斜めから照射するので、測定対象物が液滴の場合、レ
ーザー光が照射されない部分が生じてしまう。
したがって、特許文献１に記載の光学系を液滴の形状計測に適用すると、正確に形状を求
めることはできない。
【００１４】
　特許文献２に掲載されている反射光学系を用いた位相シフト法を用いる測定方法では、
形状を計測するために、測定対象物を移動させるか、物体に入射する光の位相を変更し、
少なくとも２種類以上の干渉縞を計測する必要があった。このため測定に時間がかかって
しまう。
【００１５】
　したがって、数秒で蒸発してしまう微小な液滴の形状を計測することは困難である。
【００１６】
　また、測定対象物を移動させる機構が必要であったり、光の位相を変更したりする機構
が必要で、コストや装置構成の複雑さも問題である。
【００１７】
　特許文献３に掲載されている透過光学系を用いた位相シフト法では、膜厚を位相差によ
って測定することが可能であるが、基板に対して急峻に高さが変化する液滴などの形状を
測定することは困難である。
【００１８】
　また、測定に時間がかかり、測定対象物を移動させる機構が必要であったり、光の位相
を変更したりする機構が必要であり、測定時間およびコストや装置構成の複雑さにやはり
難がある。
【００１９】
　したがって、基板上に配置した直径が２０～１００μｍ程度の液滴の形状を迅速かつ簡
便に求めるのはやはり困難であった。
【００２０】
　本発明の目的は、従来の技術では測定が困難であった基板上に配置された１００μｍ以
下の直径を持つ微小な液滴の形状を、できるだけ簡便な構成で、正確に測定ができる液滴
形状計測方法及び装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明の液滴形状計測方法は、基板上に配置された液滴に対して、レーザー光を前記基
板に垂直に照射し、前記液滴に前記レーザー光が照射される際に発生する回折光同士が干
渉することで生じる干渉縞（回折パターン）を検出する第１の工程と、
　前記液滴の屈折率、及び検出された前記干渉縞（回折パターン）から、前記液滴表面の
形状を求める第２の工程と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
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【００２２】
　本発明においては、接触径が１００ｍｍ以下の液滴の形状を、簡便な構成で正確且つ迅
速に計測することが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　本発明を実施するための最良の形態を図面に基づいて説明する。
【００２４】
　図１に示すように、位相状態が既知のレーザー光源１に対し、レーザー光Ｌのビーム径
を調整することが可能な光学系２を設置する。基板３は光軸に対し垂直に設置し、基板３
には予め液滴４が配置されている。レーザー光Ｌを基板３の裏面側から液滴４に照射し、
得られる回折パターンを検出器５（スクリーン）上に結像させる。この回折パターンを撮
像装置６によって撮像し、解析装置へ入力し、液滴４の形状を検出する。
【００２５】
　本発明の液滴形状計測方法の流れを図８にしたがって説明する。
【００２６】
　まず、Ｓ１の工程は基板３上に配置された液滴４に対して、レーザー光Ｌを照射する工
程である。つづいてＳ２の工程として、照射したレーザー光Ｌによって発生する回折光同
士が干渉することによって生じる回折パターンを検出器５に結像させる。Ｓ３の工程にお
いては、撮像装置６などを用い、回折パターンの強度分布を記録する。なお、Ｓ２，Ｓ３
の工程をエリアセンサなどを用いて一括して行っても良い。Ｓ４の工程では、Ｓ３の工程
で記録した回折パターンを解析装置に入力し、数値データに変換する。Ｓ５の工程では、
解析装置を用いて、予め計算によって用意しておいた接触径と接触角と屈折率ごとに作成
された回折パターンのデータベースに記録された回折パターンと、Ｓ４の工程で変換した
回折パターンの数値データとを比較し、最も一致するものを求める。Ｓ６の工程は、最も
一致したデータベースの形状値を計測結果として出力する。
【００２７】
　本発明による液滴形状計測方法は、レーザー光Ｌを基板３の上の液滴４に照射して発生
させた回折パターンを検出する第１の工程と、前記液滴４の屈折率及び検出された回折パ
ターンより液滴４の形状をもとめる第２の工程を有する。
【００２８】
　次に、図９を用いて、解析装置について説明する。
【００２９】
　解析装置７は、ビデオボード７１、ＣＰＵ７２、メモリ７４、記憶領域７３から成るＰ
Ｃを利用する。但し、回折パターンを予め外部記憶域７７に蓄えている場合は、ビデオボ
ード７１は必須ではない。この解析装置７には、回折パターンを取得するための撮像装置
６、ユーザーインターフェースを表示するためのディスプレイ７５、種々の入力を行なう
キーボード７６と、必要に応じて外部記憶域７７が接続されている。
【００３０】
　このような構成の解析装置７では以下のような処理が行なわれる。まず、解析装置７の
ビデオボード７１と撮像装置６により回折パターンを取得する。この回折パターンは記憶
領域７３に保存される。記憶領域７３に保存した画像データは、キーボード７６などの入
力手段により、適切な命令を受け、メモリ７４に蓄えられ、ＣＰＵ７２によって解析に用
いる形式の数値データに変換される。変換された数値データはメモリ７４に書き出された
後、記憶領域７３に保存される。次に、メモリ７４にデータベースを読み込む。
【００３１】
　このとき、データベースは、解析装置７の内部の記憶領域７３に保存されている場合と
外部記憶域７７に保存されている場合がある。読み込まれたデータベースはメモリ７４に
入力される。解析を行なう、数値データを記憶領域７３よりメモリ７４に読み込み、ＣＰ
Ｕ７２によってデータベースとの照合が行なわれる。最も一致する結果をディスプレイ７
５に表示する。解析装置７はこのような構成であるが、以上説明した場合に限定されない
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ことは言うまでもない。
【００３２】
　本発明のレーザー光源１としては、物体への入射位置で光軸に対して垂直な位相面をも
つなど、位相状態が既知であるレーザー光源を用いることが好ましい。
【００３３】
　レーザーの種類として、ガスレーザーや固体レーザー、レーザーダイオードなどレーザ
ー媒質により様々なものがあるが、波長や波長の幅、射出時のビーム形状、ビーム強度な
どについて、液滴４の吸収スペクトルや検出方法に応じて最適なものを選択する。特にビ
ーム形状が真円でビーム品質の良いガスレーザーを用いるのが好ましい。
【００３４】
　レーザービーム形状は液滴４の形状にもよるが、測定や解析の容易さから真円である方
が好ましい。またビーム径は液滴４の代表長さより大きい方が好ましい。レーザー光の位
相状態は液滴４への入射位置で光軸に対し垂直な面を有すれば良いので、ビームを平行光
束にするコリメート光学系でも、基板３上でビームが最も細くなる集光光学系のどちらで
も利用可能である。従ってレーザー光を調整する光学系２としては、レーザー光が基板３
上で任意の径で等位相面を持つようにするものであれば良い。
【００３５】
　レーザー光の状態や検出方法によってはレーザー光を調整する光学系２を用いなくても
良い。
【００３６】
　基板３の材質は透過光学系を用いるか、反射光学系を用いるかで決まる。基板３の背面
よりレーザー光を垂直に入射し、レーザー光が液滴４を透過する透過光学系の場合は、基
板３は使用するレーザー光に対し透明である必要がある。基板３の表面の状態としては、
使用するレーザー光の波長以下の厚みでかつ透明であれば、表面に薄膜やパターンがあっ
ても問題はない。
【００３７】
　また、図５に示すように、液滴４に対して、レーザー光源２１から光学系２２を経てレ
ーザー光を直接照射する反射光学系を用いる場合は、表面の荒さが波長に対して小さく、
極端にレーザー光を吸収することがなければ、基板の種類や材質に特に制限はない。
【００３８】
　ただし、基板表面に金属膜などによるパターンがある場合や、基板そのものに段差があ
り、波長より大きな構造を持つ場合は発生する回折パターンの形状に影響するため、予め
基板の構造を把握しておく必要がある。
【００３９】
　液滴４は、少なくとも１種類以上の組成からなる液体、ソフトマテリアルなどからなる
。
本発明による形状計測方法が特に効果を発揮する液滴４の大きさは、接触径が１００μｍ
以下であり、屈折率が既知であれば良い。
【００４０】
　なお、本発明における測定対象物としては、液滴だけでなく、基板の法線方向に対して
軸対象な形状であれば測定することができる。例えばマイクロレンズなどを基板上に配置
して、測定対象物としても形状を計測することは可能である。
【００４１】
　さて、光源や測定対象物について詳細に述べたので、次に本発明に特徴的な光学系につ
いて以下に説明する。
【００４２】
　本願発明者らは、本発明による光学系2は、測定対象物が液滴4であることから、その基
本構成として、レーザー光Ｌを液滴４を配置した基板３に対し、垂直であればよいことを
見出した。
【００４３】
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　この理由としては以下のことが挙げられる。
【００４４】
　まず、透過型の光学系２について述べる。透過型の光学系２では、液滴４の設置された
基板３に対し、斜めにレーザー光Ｌを入射させた場合、液滴４での回折光に加えて、基板
３をレーザー光Ｌが透過する際の屈折や散乱を考慮しなくてはならない。そのため垂直に
入射する場合に比べ、解析に用いるパラメータが増加する。また、観察される回折パター
ンの強度分布も同心円ではなく、複雑になるため計算すべきデータの数も増加する。これ
らの理由から、透過型の光学系２に対してレーザー光Ｌを斜に入射させることは、計測及
び解析時間の増加や工程の複雑化を招き、実用には適さなくなってしまう。
【００４５】
　次に、反射型の光学系２について述べる。反射型の場合、レーザー光Ｌを斜めに入射さ
せた場合、液滴４の形状のため、レーザー光Ｌが当たらない部分が発生する場合がある。
また、入射光の角度が液滴４の接触角よりも大きくないと、入射側の液滴表面での反射光
が、検出器５に到達しない。
【００４６】
　したがって、反射型において、レーザー光Ｌを斜めに入射させると、液滴表面からの回
折光を正確に検出することが困難になる。そのため高精度な計測はできない。さらには、
透過型の場合と同様に、回折パターンの強度分布が複雑になるため、解析やデータベース
の計算に多大な時間がかかってしまうという問題がある。
【００４７】
　以上のことから、基板上に配置した液滴を、簡便な手段をもって、高速かつ高精度にそ
の形状を計測するためには、本発明のように、レーザー光を垂直に入射する必要がある。
【００４８】
　検出器５の材質としては、回折パターンを投影できるものであれば特に制限はない。光
を散乱する材質を用いたスクリーンに回折パターンを投影し、投影したパターンを、撮像
装置６を用いて撮像するか、またはフォトダイオードなどの光学センサーを用いて、回折
パターンの任意の領域を直接検出する方法などが考えられる。スクリーンの材料としては
トレーシングペーパーや、拡散板、オパールガラスなどが考えられる。
【００４９】
　撮像装置６を用いて回折パターンを撮像する際は、レーザー光源１と、液滴４と検出器
５との位置関係が重要である。図１の（ａ）に示したように、液滴４に対して垂直にレー
ザー光Ｌを入射させ、レーザー光Ｌを入射させることで発生した回折光による回折パター
ンを精度良く撮影するためには、検出器５（スクリーン）に投影し、撮像装置６を垂直に
設置するとよい。
【００５０】
　検出器５が透過型のスクリーンであれば、スクリーンの背面より撮影が可能であるので
、光軸に対し撮像装置６を垂直に設置可能である。正面から撮影する場合は、ハーフミラ
ーを用いて撮影することで、光軸に垂直な画像を撮影可能である。しかしながら、それ以
外では垂直に設置することが困難である。撮像装置６を垂直以外に設置する場合は、撮像
装置６の傾きや距離に基づき、回折パターンから液滴の形状を求める際に補正する必要が
ある。
【００５１】
　撮像装置６の種類としては、デジタル一眼レフカメラや、ＣＭＯＳ、ＣＣＤカメラなど
、輝度に対するダイナミックレンジが大きく、シャッタースピードが可変なものが好まし
い。またフレームレートの高いカメラを撮像手段として使うと、本発明の測定対象として
いる１００μｍ以下の接触径をもつ微小な液滴の蒸発過程などの、非常に短い時間に起き
る液滴の経時変化を捉えることもできる。
【００５２】
　解析装置７においては、撮像装置６から回折パターンのデータを入力し、回折パターン
から物体形状を計測可能であれば、一般的なＰＣで問題はない。
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【００５３】
　検出器５又は撮像装置６で検出した回折パターンから基板３上の物体の形状を決定する
ためには、回折パターンの解析結果から光学理論に基づいて測定対象物の形状を決定する
必要がある。
【００５４】
　回折パターンから形状を特定する方法としては、以下のようなものが考えられる。
【００５５】
　第１の方法は、予想しうる全ての形状を抽出し、それぞれその形状をもつ物体を実際に
用意して、上記の光学系２によって回折パターンを検出し、データベース化したのち、液
滴４から得られた回折パターンと比較する方法である。
【００５６】
　第２の方法は、予想しうる全ての形状を抽出し、上記の光学系２によって発生する回折
パターンを光学理論に基づいて算出し、データベースを作成し、得られた回折パターンと
比較する方法である。
【００５７】
　第３の方法は、検出した回折パターンごとに光学理論に基づく計算によって、液滴４の
形状を算出する方法である。
【００５８】
　このような方法の中から、物体の形状や解析装置の性能に応じて最適なものを選べば良
い。
【００５９】
　第一の方法は、容易に実施できる。本実施形態では、以下に第２の方法を例に挙げて、
得られた回折パターンから液滴の形状を決定する方法を説明する。
【００６０】
　まず、上記で説明した本発明の光学系２による形状測定を行なう前に、あらかじめデー
タベースの作成を行なう。このデータベースは、液滴４に対して光学理論に基づいた数値
計算によって、液滴４の屈折率及び液滴４と検出器５（スクリーン）までの距離などの実
際の測定と同じ条件にした場合の、液滴の形状と回折パターンとを関係づけた数値データ
を記録したものである。本測定では、測定対象物は全て液滴形状であるものとして、接触
径と接触角に対応した数値データを複数保持したものが、屈折率ごとに用意されているこ
とが望ましい。このデータベース作成の工程は、図８のＳ０の工程に当たる。
【００６１】
　以上のように、本発明の液滴形状計測方法は、簡便な装置構成で迅速に形状計測を行な
うため、１００μｍ以下の微小な液滴の形状計測に好適に利用可能である。
【００６２】
　また、測定対象物が蒸発しやすい液体からなるものであれば、回折パターンが逐次で経
時変化する。したがって、適当な時間間隔で決められた時刻での測定対象物の形状を決定
すれば、蒸発しやすい測定対象物の形状の経時変化を観測することも可能である。
【実施例１】
【００６３】
　図１の（ａ）は、実施例１による液滴形状計測装置を示す。この液滴形状計測装置は基
板３上の液滴４の背面より、光学系２によってビーム径を調整したレーザー光Ｌを照射し
、液滴４を透過することで生じる回折光による回折パターンを検出器５で検出する。検出
器５には透過型のスクリーンを用い、検出器５の背面より光軸に垂直な像を得られるよう
に撮像装置６を設置してある。撮像装置６で撮影した画像は解析装置７によって画像処理
を行ない、液滴４の形状を測定する。
【００６４】
　レーザー光源１には、波長６３２．８ｎｍのＨｅ－Ｎｅレーザーを用いた。射出径は０
．８ｍｍであった。
【００６５】
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　レーザービーム径は基板３上で約１５０μｍになるように光学系２を調整した。ビーム
径調整用の光学系はビームエキスパンダーと平凸レンズによって構成した。本実施例では
、波長６３２．８ｎｍに最適化された倍率３倍のビームエキスパンダーを用いた。平凸レ
ンズは焦点距離４００ｍｍのものを使用した。この構成によってビーム径は基板３上の液
滴４の位置で最も細くなり、位相面が光軸に対し水平面となるよう調整される。液滴４を
配置する基板３には厚さ０．７ｍｍのガラスを用いた。測定対象物として本実施例ではエ
チレングリコール液滴を用いた。
【００６６】
　エチレングリコールの屈折率は常温で１，４３１である。
【００６７】
　検出器５としては、トレーシングペーパーを透過型のスクリーンとして用いた。このと
きレーザー光源１の光軸とスクリーンが垂直となるように調整した。調整はスクリーン保
持具にミラーを取り付け、レーザー光Ｌの戻り光がレーザー光射出部に戻るように保持具
の角度を調整した。
【００６８】
　検出器５であるスクリーンと基板３との距離は５ｃｍとした。
【００６９】
　撮影装置６は画素数１０２４×１０２４のＣＭＯＳカメラに焦点距離５５ｍｍのマクロ
レンズを装着した。これにより画角は約５０×５０ｍｍとなり、解像度は約４２μｍ／画
素となった。
【００７０】
　基板３上にインクジェット法を用いてエチレングリコールを１滴滴下した後、基板３を
光軸上に設置した。エチレングリコール液滴にレーザー光Ｌが照射されるように基板３の
位置を調整し、回折パターンがスクリーン上に写ることを目視で確認した後、カメラなど
の撮像装置６で回折パターン撮影した。
【００７１】
　図２は撮影した回折パターンの画像を示す。図２に示すように、回折パターンは同心円
のパターンであった。
【００７２】
　図１の（ｂ）は図２の回折パターン画像における、同心円の中心付近の様子を模式化し
たものである。回折パターンの中心８を起点に中心から離れるにつれて、暗部９、明部１
０、暗部１１と明暗が繰り返されている。
【００７３】
　回折パターンを撮影する前に、エチレングリコール液滴を滴下せずに、レーザー光Ｌの
みを基板３に照射し、検出器５（スクリーン）上の光軸位置を求めておいた。その位置を
回折パターンの中心として半径方向（図１の（ｂ）の矢印で例示した。同心円状の回折パ
ターンの中心を始点とした任意の方向を選んでよい。）の輝度を計測した。回折パターン
の暗部を縞位置と定義して、検出した回折パターンの縞位置を計測すると、中心から順に
０．４６ｍｍ、０．８ｍｍ、１．２２ｍｍとなった。
【００７４】
　本実施例において用いたエチレングリコール液滴は、インクジェットによって吐出され
た数十ｐｌの液滴である。このサイズの液滴４は基板３上での接触径が１００μｍ以下に
なる。接触径が１００μｍ程度以下の液滴は重力の影響が極めて小さく、形状は基板３の
表面張力と液滴４の内部圧力のみで決定される。このような場合、液滴形状は球の一部と
なる。球の一部であれば、液滴形状は接触径と接触角で記述可能である。
【００７５】
　液滴４は接触径と接触角で記述可能であることから、液滴４のレーザー光Ｌを照射した
際に得られる回折パターンの解析は容易である。
【００７６】
　また、理論上、回折パターンは液滴の形状と屈折率に固有である。したがって１つの回
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折パターンからは１つの液滴形状のみが決定できる。
【００７７】
　本発明では、理論的な計算結果に基づく液滴形状と回折パターンのデータベースを用い
て形状を測定することが望ましい。
【００７８】
　本実施例においては、図３に示すような縞位置と接触径、接触角の関係を記録したデー
タベースを用意し、エチレングリコール液滴の形状計測に利用する。
【００７９】
　この図３は、本装置構成において得られる回折パターンの縞位置と接触径の関係を、光
学理論にもとづき計算し、グラフ化したものである。理論的に、中心に近い縞位置は接触
角や屈折率の影響が小さいことがわかっている。したがって、液滴径は屈折率によらず、
この図を用いて求めることができる。
【００８０】
　図３では、中心に最も近い暗部位置から順に１次縞位置、２次縞位置、としたとき、１
次～４次までの縞位置と接触径の関係をグラフにしている。
【００８１】
　図３に示すような接触径と縞位置の関係をもとに、図２の回折パターンの縞位置から想
定される接触径を求めると、約９０μｍであった。この値を元に、エチレングリコールの
屈折率に対し、接触角を変化させ回折パターンを計算した。計算された回折パターンと、
検出した回折パターンと比較したところ、良く一致したものは４４～４６度であった。
【００８２】
　したがって、このエチレングリコール液滴の形状は、接触径が約９０μｍで、接触角が
４４～４６度と考えられた。
【００８３】
　本実施例におけるエチレングリコール液滴は数秒で蒸発した。回折パターンの経時変化
に沿って、適当な時間間隔でエチレングリコールの液滴の形状を測定したところ、接触径
、接触角の経時変化を計測できた。したがって、本装置を用いて、液滴蒸発に伴う形状変
化の過程を観察することもできるといえる。
【００８４】
［参考例１］
　次に、実施例１と同じ光学系を用いて、マイクロレンズの形状計測を行なった。マイク
ロレンズは形状的に液滴と等価であり、同じ理論によって形状の測定が可能である。また
、液滴と異なり経時変化がないため、別の測定方法によって計測が可能である。別の測定
方法の測定結果と、本測定の測定結果を比較することで、測定の確からしさを証明するこ
とが可能である。
【００８５】
　マイクロレンズの屈折率は、光学的な測定方法を用いて計測したところ、使用するレー
ザー波長に対し１．５９６であった。
【００８６】
　基板上に形成されたこのマイクロレンズに対し、実施例１と同様の手順によって、回折
パターンを獲得した。図４はこのマイクロレンズから得られた回折パターンである。図４
より、縞位置を計測すると中心から順に、１．５ｍｍ、２．３ｍｍ、３．６ｍｍであった
。
【００８７】
　図３を用いて、接触径を求めると、約３０μｍと測定された。また、マイクロレンズの
屈折率に対して接触角を変化させた回折パターンを計算すると、図４と良く一致する回折
パターンは、接触角が約２９度か３０度のものであった。
【００８８】
　したがって、本参考例によって計測したマイクロレンズの形状は接触径約３０μｍ、接
触角２９度または３０度といえる。
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【００８９】
　測定結果の確からしさを確認するため、マイクロレンズの形状を共焦点顕微鏡によって
計測したところ、接触径は３１．２μｍ、接触角は２８．１度であった。この値は、本参
考例で計測した値と非常によく一致している。特に共焦点顕微鏡による形状測定と本参考
例による形状測定結果を比較すると、接触径は約１μｍ、接触角は約２度の誤差内で計測
可能と考えられる。
【００９０】
［参考例２］
　図５は、反射光学系による回折パターンを計測する装置構成の例を示す。この形状計測
装置は、レーザー光源２１より射出されたレーザー光Ｌを、基板３上でレーザー光Ｌが光
軸に水平な等位相面を持つように光学系２２によって調整し、レーザー光Ｌを液滴形状の
測定対象物２４に垂直に入射させる。測定対象物２４に入射したレーザー光Ｌは液滴形状
の測定対象物２４を透過し、基板３で反射され、液滴形状の測定対象物２４から出射する
。このときレーザー光Ｌは液滴形状の測定対象物２４の形状に応じて位相がずれ、回折パ
ターンが発生する。検出器５でこの回折パターンを観測し、撮像装置６で撮影する構成で
ある。検出器５及び撮像装置６の組み合わせは、トレーシングペーパーなどからなる回折
パターンを単に写しだすスクリーンとカメラなどの一般的な撮像装置を用いてよい。また
検出器５としてエリアセンサなどを用いて、回折パターンを直接画像データとして記録し
てもよい。
【００９１】
　検出器５のスクリーンを光軸に垂直に設置するため、中央にレーザー光Ｌが通る穴を設
けてある。
【００９２】
　レーザー光源２１には波長６３２．８ｎｍのＨｅ－Ｎｅレーザーを用いた。
【００９３】
　レーザービーム径は測定対象物２４への入射位置で約１５０μｍになるように光学系２
２を設定した。ビーム径調整用の光学系２２はビームエキスパンダーと平凸レンズによっ
て構成した。本参考例では、波長６３２．８ｎｍに最適化された倍率３倍のビームエキス
パンダーを用いた。平凸レンズは焦点距離４００ｍｍのものを使用した。この構成によっ
てビーム径は基板３上の測定対象物２４の位置で最も細くなり、位相面が光軸に対し水平
面となるよう調整される。
【００９４】
　本参考例における測定対象物２４として参考例１で利用したものとは別のマイクロレン
ズを用いた。
【００９５】
　検出器５としてトレーシングペーパーを透過型のスクリーンとして用いた。このときレ
ーザー光源２１の光軸とスクリーンは垂直になるように調整した。
【００９６】
　検出器５（スクリーン）と基板３との距離は８ｃｍとした。
【００９７】
　撮像装置６は画素数３５０４×２３３６のデジタル一眼レフカメラを用いた。画角は約
７０×４７ｍｍとなり、解像度は約２０μｍ／画素となった。
【００９８】
　撮像装置６の設置角度は、光軸から約２０度傾いている。
【００９９】
　マイクロレンズが設置された基板３を光軸上に設置し、回折パターンが得られることを
目視で確認した後、カメラで撮影した。
【０１００】
　図６は撮影した回折パターンの画像の右半分である。この図に示すように、回折パター
ンは同心円のパターンであった。この時、中心からの縞位置を測定すると、０．２８ｍｍ
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、０．４４ｍｍ、０．７４ｍｍであった。予め、本装置構成用の縞位置と接触径のグラフ
を用意してある。測定した縞位置から求められた接触径は約４９μｍであった。また、透
過光学系と同様に、求めた接触径４９μｍに対して、理論計算を用いて回折パターンを計
算し、測定結果との比較を行なった。よく一致した回折パターンの接触角は約３４～３７
度であった。
【０１０１】
　マイクロレンズの形状を共焦点顕微鏡によって計測したところ接触径は５１．３μｍで
接触角は３５．５度であった。この値は本参考例で計測した値と非常に近い。
【０１０２】
　すなわち、反射光学系においても、共焦点顕微鏡と比較すると、接触径は約２μｍ、接
触角は約２度の誤差で計測可能であることがわかった。
【０１０３】
［参考例３］
　反射光学系と透過光学系での計測結果を比較するため、参考例２で用いたマイクロレン
ズを実施例１と同じ透過光学系を用いて計測した。
【０１０４】
　図７は本参考例によって得られた回折パターンである。実施例１と同様に中心からの縞
位置を求めると、０．８３ｍｍ、１．３３ｍｍ、２．１２ｍｍであった。これらの縞位置
を用いて、グラフから接触径を求めると接触径は約５０μｍであった。また接触角につい
ては約３５～３６度と測定された。この値は反射光学系の計測結果とほとんど同じであり
、また共焦点顕微鏡の計測結果とも一致する。
【図面の簡単な説明】
【０１０５】
【図１】実施例１による透過光学系を用いた液滴形状計測方法を説明するもので、（ａ）
は形状計測装置の構成を示す図、（ｂ）は回折パターンの中心部を示す模式図である。
【図２】液滴のパターン画像を示す図である。
【図３】物体の形状が法線に対し軸対称である場合の物体の代表長さ（接触径）と回折パ
ターンの暗部位置の関係を示すグラフである。
【図４】参考例１によるマイクロレンズのパターン画像を示す図である。
【図５】参考例２による反射光学系を用いた液滴形状計測装置の構成を示す図である。
【図６】参考例２によるマイクロレンズのパターン画像を示す図である。
【図７】参考例３によるマイクロレンズのパターン画像を示す図である。
【図８】本発明の液滴形状計測方法の工程を示すフローチャートである。
【図９】本発明の液滴形状計測方法の実施に用いる解析装置を示すブロック図である。
【符号の説明】
【０１０６】
１、２１　　レーザー光源
２、２２　　光学系
３　　基板
４　　液滴
５　　検出器
６　　撮像装置
７　　解析装置



(12) JP 4565663 B2 2010.10.20

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(13) JP 4565663 B2 2010.10.20

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(14) JP 4565663 B2 2010.10.20

【図９】



(15) JP 4565663 B2 2010.10.20

10

フロントページの続き

(72)発明者  山田　茂
            東京都大田区下丸子３丁目３０番２号　キヤノン株式会社内
(72)発明者  酒井　啓司
            東京都練馬区立野町１０丁目３３番７０５

    審査官  後藤　昌夫

(56)参考文献  特開２００６－０３５１８４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－２０２３３３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表平０７－５０４４９７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－１７４４０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－３３０５５１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０１Ｂ　　１１／００－１１／３０　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

